
議員提出議案第4号

三朝町議会委員会条例の一部改正について

次のとおり三朝町議会委員会条例の一部を改正することについて､地方自治

紘(昭和22年法律第6 7号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を

求める｡

平成17年9月21日

提出者　　三朝町議会議員

賛成者　　三朝町議会議員

賛成者　　三朝町議会議員

賛成者　　三朝町議会議員

賛成者　　三朝町議会議員

賛成者　　三朝町議会議員

賛成者　　三朝町議会議員

平放1 7年9月21日原案可決

三朝町鼠金蔵豪農井

三朝町条例第　号

三朝町議会委員会条例の一部を改正する条例

三朝町議会委員会条例(昭和6 2年三朝町条例第1 9号)の一部を次のよう

に改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改める｡

改正後 劔改正前 

別表(第2条関係) 劔別表(第2条関係) 

名称 �.��B�所管 �� 唳kﾈ��定数 傀ｨｬr�

総務常任委員会 �%X�"�略 劔�ﾙk��ﾙD8効醜橙�6人 凛｢�

産業建設常任委 員会 添�ﾂ�略 劍蝌ｼhﾉｩ�ﾘ�ﾙD8侯�醜橙�5人 凛｢�

教育民生常任委 員会 添�ﾂ�略 劍ｻ8孜j��h�ﾙD8侯�醜橙�5人 凛｢�

附　則

この条例は､平成1 7年1 1月18日から施行する｡
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